
 見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  令和８年５月１４日 

見附市長  稲 田  亮 

見附市規則第１１号 

   見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和３１年見附市規則第５

号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２号中「年額１３０万円以上」の次に「（満１８歳に達する日後の最

初の４月１日から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者

にあっては、年額１５０万円以上）」を加える。 

第２０条第２項第３号ウ中「国立大学法人（国立大学法人法（平成１５年法律

第１１２号）第２条第１項に規定する国立大学法人をいう。）その他の市長の定

める法人において、」を削る。 

第２１条第１項中「在職した」を「勤務した」に改め、同条第２項中「の規定

を適用する」を「に掲げる期間に相当する期間を除算する」に改める。 

第２１条の２第２項中「在職した」を「勤務した」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の見附市一般職の職

員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和８年４月１日から適用する。 


